
















ひとり暮らし世帯の
孤立死をくい止めたい！

　人は必ず最期を迎えます。その場所が、病院なのか自宅なのか、それは誰にもわからな

いことです。ただ、仮にひとり暮らしの人が自宅で亡くなった場合でも、普段から周囲の

かかわりがある場合は、発見が早く、大きな問題に至りません。しかし、周囲との交流が

なく、社会や地域から孤立している状況の中で、自宅で誰にも看取られずひとりで亡くな

り、死後、長期間放置されていたということで、周囲の人やオーナーへの影響が増大する

ケースもあります。

　私も最近姿を見かけない入居者を心配して、関係する連絡

先に問い合わせをしましたが、「個人情報だから教えられない」

と言われてしまい、対応に困ってしまったことがありました。

　近 所に気になる人はいるけれど、「あの人は市のサービ

スを利用しているから、職員が定期的に訪問しているみた

いだよ」「地 域のボランティアさんが定期的に訪問してい

るみたいだし、個人情報だからあまり立ち入らない方が良

いのかな」など、そんな個々の思い込みにより、結局、誰も

かかわることなく、亡くなってから発見されるまでに数か月

が経過してしまうこともありました。

　今の世の中、あまり人とかかわりたくないという人もいる

のだろうけど、亡くなるときは必ず、誰かの世話にならないと

いけないというのが現実です。せめて誰かひとりでも安否を

気にしてもらえる人がいてくれたら…。それが無理ならば、

年代問わず孤立する人を支える制度やシステムがあれば“孤

立死”を少しでも減らせるのだと思います。

市内の不動産店関係者からの切実な声

2現場
レポート

❶ 孤 独・孤 立 、無 理 解の問 題

孤独・孤立、無理解の問題

孤独・孤立と、その状況に置かれている人への理解が十分でないことは一
体的な課題であると考えられます。職員が、地域包括支援センターが開催
する地域ケア会議のほか、関係機関によるケースカンファレンスなどに出
席し、地域で課題になっていることを一緒に考えます。

市社会福祉協議会や地区社会福祉協議会では、これまでも孤独・孤立の
予防を目的としたサロン活動などを開催していますが、これを継続すると
ともに、地域で問題になっていることに着目して、実施方法を絶えず点検
していきます。

“顔の見える関 係づくり”のみならず、きっか けとしてオンラインなどを
活用した実 施 方法にも取り組みます。

本人や家 族の 持 つ力にも着目した相 談 対応 、事 業の実 施や広 報 活 動を
今まで以上に進めます。

大和市社会福祉協議会の取組み
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目を向けたい８つの問題

あなたの「人生会議」
［ 厚生労働省より提唱 ］

２ ひとり暮らしになったときの不安と、
終活・死後の手続きの心配

　今ひとり暮らしの人、または近い将来ひとり暮らしになる可能性がある人の不安として、他
の家族が行っている家事や書類管理を自分が行えるかどうかや、終活・死後の手続きのこと
があることがわかりました。
　家事や書類管理などの日常生活に必要な作業や手続きの方法を習得できる機会がなかな
かないことが課題となっていて、終活・死後のさまざまな事務手続きのことは、取っつきにく
かったり、横断的な支援を得られにくかったりすることが課題となっています。

現在の状況

身近で、知識・情報、手続きや作業を身に付けられる場とともに、ちょっと話しができた
り、頼りにできたり、相談できる場が必要とされています。

必要なこと

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

相談や手続きの第一歩目のハードルが低いと思える仕組みの整備が必要とされています。●

法律、医療、福祉、不動産、金融などと多様な分野にまたがるため横断的な支援を得られにくい。●

身寄り問題。住まいの確保、老人ホームなどへの入居、医療機関からは家族の存在を求め
られやすい。病気の説明時、医療同意、入院手続きなど。ケアマネジャーなどの介護サー
ビス事業者からも緊急連絡先を求められる。

●

夫婦や親子などで、今はほかの家族がやっていることが、将来自分だけになったときのこ
とに不安を抱える人がいる。その領域は、家事・修繕、金銭管理・家計管理、税金・金融
機関の手続きなど多岐に及ぶ。

●

ちょっと話しができたり、頼りにできたり、相談できる存在がいなくなることへの不安を
抱える人がいる。

●

終活・老い支度問題。漠然とした不安を悶々と抱えている人が多い。家族への相談のしに
くさがある。終活の目的は、家族に迷惑をかけたくないという想いや動機との裏腹の関係。

●

終活・老い支度の情報が非常に多く便利である一方で、自分事としての選択・決定に悩む
人がいる。悪徳商法への不安もある。

●

ひとり暮らしになったときの不安に対応した学び合いや実技の習得の場が参加・利用し
やすいものになっている。 

目指す姿（５年後の姿）
●

終活・死後の手続きの心配に対応した学び合いや実技の習得の場が参加・利用しやすい
ものになっている。 

●

福祉や医療に携わる人と、法律・住宅・金融・教育などに携わる人との連携など、多様な
立場のつながりが進んでいる。

●

どんな取り組み？

ポイント

　ある日突然、病気やケガなどで自分のことを自
分で決められなくなる可能性は誰にでもあります。
　あなたの望む医療やケアについて、事前に相談
したり、書き留めておくことができれば、もしものと
きにあなた自身が安心できるだけでなく、ご家族の
負担軽減にもつながります。
　人生の最期をどのように過ごしたいか、どんな医
療やケアを受けたいかを、元気なうちに自分で考
え、家族や医療者やケアメンバーと話し合い、共有
しておくことの取組みを「人生会議（ACP／アドバ
ンスケアプランニング）」と呼び、だんだんと広が
っています。
　医療機関のソーシャルワーカーや看護師、ケア
マネジャーに相談されてみてはいかがでしょうか。

❶

❷

こころやからだの状態に応じて考え
は変 化することがあるため、何度で
も繰り返し考え話し合うことが大切
です。

交通事故で重体になる場合など、若
い世代にとっても無関係なことでは
ありません。

5活動
事例

❷ ひとり暮らしになったときの不安と、終活・死後の手続きの心配

厚労省 ゼロからはじめる人生会議

「人生会議」をテーマにした介護者教室
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［ 障がい福祉の相談支援事業所の活動 ］

　障がいのある人が、親が亡くなった後も住み慣れた地域で安心して生活し続けていく
ためのツールである「あんしんノート」。ご家族が元気なうちに記入することで、将来に向
けて必要な準備について整理することにもつながります。将来の生活に向けて、ご家族
が担っているサポートをご家族以外の人（施設、機関など）に引き継いでいくためのノー
トで、障がい福祉の相談支援事業所が旗振り役となって、普及活動に取り組んでいます。

❶

❷

❸

❹

障がいのあるご本人のことを一番知っているご家族に「もしものこと」が起きたとき、
必要なサポートを受けられるように備えておくことができます。

ご家族の状況が変わっても、それまでの生活を続けていくことができるためのツー
ル、引継ぎ書として活用できます。

新たなサービスを利用するとき、モニタリング時、
災害時などでも活用されることが想定できます。

障がい分野にとどまらない活用も検討できます。

7活動
事例居場所からつながる

こもりびとの声
［ こもりびと本人、市、市社会福祉協議会の活動 ］

6活動
事例 あんしんノート

❷ ひとり暮らしになったときの不安と、終活・死後の手続きの心配

どんな取り組み？

ポイント

　市では、ひきこもりの状態にある人を「こもりびと」と呼んでいます。こもりびとの中に
は、少しづつ安心を得て地域の中へとつながりだした人たちがいます。そして市や市社会
福祉協議会の呼びかけにより数人のメンバーで集う居場所ができました。

　居場所に集まるこもりびとの一つ一つの声を大切にしながら、ときには市社会福祉協議
会の事務作業を担う場面や、地域でのボランティア活動に取り組むなど、居場所から社会参
加などにつながり、支え合いの地域社会に向けて活動を広げるメンバーも出てきています。
　また、居場所でのこもりびとからの声で、将来のお金の問題や今後の生活課題について
の研修会が企画されました。

❶

❷

❸

こもりびとが、居場所で他のメンバーやボ
ランティアなど、ちょっとした話しができる
チャンスや、何かあったときに相 談できる
人とつながることができます。

こもりびとが、日常生活に必要な手続きや
作業、将来のお金の問題について学べる場
が居場所から生まれました。

対面ではなくオンラインなどでも活躍でき
る場面があると、より多くのこもりびとの
居場所となります。

どんな取り組み？

ポイント

すでに判断能力が十分でない場合に利用できる「法定
後見」と判断能力が十分でなくなったときのためにあら
かじめ後見人を定めておく「任意後見」があります。「大
和市成年後見支援センター」では、弁護士などによる
専門相談も開設し、制度についてのご相談に応じます。

（※1）成年後見制度

高齢者や障がいのある方が、安心して生活を
送れるように、福祉サービスの利用支援を中
心に、金銭管理や大切な書類などをお預かり
するサービスです。

（※2）大和あんしんセンター

キーワード解説

人と接するのは怖いけど
地域とのつながりを

持っていきたい

安心できる居場所で
学んだり

さまざまな経験を
積み重ねたりしたい

親亡き後
どうしてよいか
わからないので

今から不安

（日常生活自立支援事業） 

地域内の高齢者宅でのボランティア活動中

ボランティアセンター情報誌の発送作業の準備の活動中

ひとり暮らしになったときの
不安と、終活・死後の
手続きの心配

成年後見制度（※1）や大和あんしんセンター
など（※2）、認知症や障がいなどにより理解・
判断能力が低下したときに利用できる制度
やサービスの広報活動をより一層進めます。

これからより一層単身者が増えることが想定されるため、他の地域
で実施されている身元保証などの仕組みの研究・検討を進めます。

大和市社会福祉
協議会の取組み

あんしんノート

権利擁護事業
大和あんしんセンター

家族学習会
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目を向けたい８つの問題

だれでも利用できます！

［ 社会福祉法人大和清風会 サンホーム鶴間の活動 ］

3 

　移動や距離の問題以外にも、幅広い原因から買い物に困難を抱える人たちがいます。それ
ぞれの原因や困難に対応した取り組みが広がっていないために、買い物に不便を感じる人た
ちが増えていることが課題となっています。

現在の状況

スーパー・商店街・商工関係者と福祉関係者との連携をより強め、広げていくことが求
められます。

必要なこと

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

移動や外出のサポート、パソコンやスマートフォンなどの機器の使い方のサポート、理解・
判断能力・就労時間など、それぞれの状況や困難の程度に応じた買い物支援の仕組みが
広がることが求められます。

●

からだの動きにくさが影響して、買い物に行きたい気持ちがあっても行けない。重い物の
買い物や、家の近くにお店がなく大型量販店まで行かないとそろわない場合などに不便
を感じている人たちがいる。

●

宅配サービスや買い物代行などの方法があることは知っていてもうまく使えない人たちが
いる。また、自分の目で実際に商品を見て買いたいという希望もある。

●

認知症や障がいの影響で、上手に買い物ができない人たちがいる。●

買い物の経験が乏しいことで、苦手意識を持っている人たちがいる。●

男性の場合は特に恥ずかしさがあり、異性の衣類を買いにくく、何を買ったらよいかがわ
からない。

●

就労世代のひとり親、在宅介護者の場合、買い物の時間さえなかなか取りにくい人たちもいる。●

消費生活と考えると、家の修繕や庭木の手入れなどの口コミ情報を欲している人たちがいる。●

買い物について、お互いに学び合ったり、経験や技術を身に付けたりできるような場やグ
ループが新たにできている。 

目指す姿（５年後の姿）
●

買い物困難が、移動手段や距離の問題以外にも幅広い原因があることの理解が広がり、
それぞれの原因に応じた新たな対応が動き出す。

●

どんな取り組み？

ポイント

　特別養護老人ホームの並びにある「サービス付き高齢者向け住宅（※1）サンホーム鶴間 
ひだまり」（西鶴間）には、毎週金曜日にスーパーの移動販売車が来ています。
　これを利用できるのは施設で生活している方だけではありません。お近くにお住まい
の方など、どなたでも利用いただけます。

❶

❷

❸

近くにスーパーがない地区であり、近所
に住む人も買い物ができます。

近くに住むいろいろな人が施設を訪れ
ることで、施設と地域とのつながりが広
がります。

施 設 で暮らす方にとっての楽しみのチ
ャンスが増えます。

8活動
事例

❸ どの年齢層にも存在する買い物困難問題

どの年齢層にも存在する買い物困難問題
～施設にスーパーの移動販売車がやってくる！～

60歳以上の単身世帯や夫婦世帯が入居できる賃貸住宅で、バリアフリー対応や、専門家
による安否確認や生活相談が受けられます。要介護認定を受けていなくても入居できま
す（住宅ごとに異なる場合があります）。

（※1）サービス付き高齢者向け住宅

キーワード解説

 社会福祉法人大和清風会
ホームページ
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地域を熟知する
生活支援コーディネーター

［ 協議体の活動 ］

どんな取り組み？

ポイント

　市内7か所に設置（令和6年12月末現在）されてい
る協議体（※1）には、生活支援コーディネーターとい
う相談員がいます。生活支援コーディネーターは、
地域住民が担っており、地域にお住いの高齢者の困
りごとなどの相談に対応しています。

❶

❷

❸

かつての“向こう三軒両隣”の関 係性の中で得
られていた地域密着の情報が得られます。

ちょっとした日常の困りごと（買い物支 援、庭
木の伐採、通院の付添いなど）や悩みごとの相
談相手になっています。

さまざまな情報があふれている中、どれが必要
な情報かの、収集や整理を一緒に手伝ってくれ
る存在です。

9活動
事例

地 域における課題、ニーズの把握や新しい仕 組みやサービスの発掘・開発などを行うた
め、地域で活動するさまざまな団体などが集い、団体間の情報共有や連携を強化するこ
とで、支え合いの地域づくりを進めることを目的とした話し合いの場。

（※1）協議体

①下鶴間地区協議体「たすけ愛しもつるま」／ ②ハート公所つきみ野「カフェハート」 ／ 
③南林間たすけあい協議会「南林間地区たすけあいセンター」 ／ ④上草柳地区ふれあい
協議会「上草柳ふれあい協議会」／ ⑤中央地区支え合い協議会「中央地区支え合いセンタ
ー」 ／ ⑥桜丘地区協議体「さくらサポ」 ／ ⑦ねっとわ～く福田北協議体「ここさぽ」

〈 設置状況（令和6年12月末現在）〉

キーワード解説

生活支援体制
整備事業について

　たすけ愛しもつるま（認知症カフェ）

ハート公所つきみ野（相談風景）

中央地区支え合いセンター（相談受付）

介護保険サービスの支援では
ヘルパーはビールやペットフードなどを
買えないことをご存じですか？

　ホームヘルパーによるサービスは、入浴や着替えなど身体に触れるような介護の支援のほか、

掃除や調理などの家事についての支援があります。その中でも買い物へ代わりに行ってもらう

支援を利用する方は多いですが、制度の中のルールとして、頼むことができないものもあります。

　今はさまざまな配送・宅配サービスが増えてきていますので、そういった情報収集をし

ておくことなどの対応をとっておいた方がよいかも知れません。

　利用者様の中には、ご近所の方がペットフードを届けてくださっている方もいらっしゃ

います。ご近所や地域の関係性の中で、ご自身らしく過ごし続けていくための方法を一緒

に探したり、つくりあげたりしていくことをサポートできればと思っています。

ケアマネジャーへのインタビューから

3現場
レポート

❸ どの年齢層にも存在する買い物困難問題

～自分らしく生きるための対策を考えておきましょう～

★買えるもの

●食料品（食べ物、飲み物など）

●日常的な消耗品
  （トイレットペーパー、洗剤、ラップなど）

●お酒やタバコなどの嗜好品
●本人を直接支援する
　ものではないもの
  （家族やペットに必要なもの）

★買えないもの

本人の日常生活に必要な
「生活必需品」と「薬の受け取り」

どの年齢層にも存在する
買い物困難問題

市内で利用できる買い物支援について、サービスや取組み
の情報の把握を進め、発信します。

パソコンやスマートフォンなどの機器を使った買い物の方
法を学べる場をつくります。

商工関係者との連携を強め、買い物支援も含めた
生活支援のためのネットワークづくりを行います。

大和市社会福祉
協議会の取組み
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目を向けたい８つの問題

［ 市内社会福祉法人の活動 ］

４ 仕事と住まいの確保の問題

　病気、障がい、高齢、子育て、ことばや文化の違いなどを理由に、仕事に就くことや入
居を断られやすい人がいます。保証人になれる人や緊急連絡先がないことが問題となって、
家賃債務保証会社の審査が通りにくいことなども課題となっています。

現在の状況

就労先や大家・不動産店などにとっての不安や課題を明らかにするとともに、困難を抱
える人についての正しい理解を得られるような働きかけが必要です。

必要なこと

［ 高齢者 ］認知症の発症や孤独死の可能性、年金暮らしで収入が少ないことなどが要因とな
って、入居の話が進まないことがある。

［ 生活困窮者 ］就労に向けた面接や健康診断を受けること、初出勤の際の交通費が捻出できない。

［ 子育て世代 ］収入が少ない、収入はある程度あるが育児費用などの支出が多く収支が不安
定など、こどもの大声や騒音での近隣トラブルの可能性があるのではないかと見られやすい。

［ 障がい者や外国ルーツの人 ］トラブルが起こるのではないかと見られやすい。

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

困難を抱える人の支援機関などと、就労先、大家・不動産店などの仕事や住まいに関係
する担当者とのお互いの理解が進み、連携におけるネットワークが広がることが求めら
れます。

●

相談者の仕事や住まいの「困った」を丸ごと受け止められる仕組みの整備が進んでいる。

目指す姿（５年後の姿）

●

福祉や医療に携わる人と、法律・住宅・金融・教育・多文化共生などに携わる人との連携
など、多様な立場のつながりが進んでいる。 

●

どんな取り組み？

ポイント

　仕事や住まいのことも含め、生活に困りごとを抱える世帯を対象に、電話だけではなく、
行って、見て、聞いて状況を把握し、困りごとに対応できる制度がないかなどを検討し、一
緒に考え、地域の中で見守る相談支援です。
　市内の社会福祉法人のうち、県央福祉会、プレマ会、大和清風会が、CSW(コミュニティ
ソーシャルワーカー)という専門の相談員を配置し、この支援活動を実施しています（令和
6年12月末現在）。

困っているのにどこに相談したらよいかわからない ･･･
病院に行きたいのにお金がない ･･･
生活が苦しく食べるものがない ･･･

食料や生活用品の提供による支援は、
企業などからの寄附などによるものを
活用

「大 和市生計 困 難 者支 援事 業 連 絡 会」
に参画し、市内の困りごとを共有

10活動
事例

❹ 仕事と住まいの 確 保 の問 題

かながわライフサポート事業

 かながわライフサポート事業
ホームページ

病気・ケガなどで仕事ができなくなり、貯金も尽きた方へ生活保護制度
の説明をし、窓口につないで制度を利用できるようにした

電気代を何か月も滞納し停止していた。管理会社に連絡しても開通して
もらえなかったため、経済的支援で復旧させた

その他、相談のうえ必要な食料・日用品等の現物給付

相談例

支援例

協力者

その他

①

②

③
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自分のペースで
自分らしく働ける！

　障がい福祉サービスのメニューの中に、一般企業で
働くことに難しさを感じる人 が 利用できるメニューが
あります（「就労継 続支援Ａ型事業」と言います）。一
般企業と同様に雇用契約を結んで働きます。
　株式会社Z-NEXT（南林間）が運営する就労継 続支
援Ａ型事業所「A-NEXT」では、日替わり弁当の調理と
宅配準備を行っています。夏には、こども食堂と連携し
て、夏休 み中のこどもたちにお弁当を届ける活動にも
携わりました。

❶

❷

自分のペースで、自分らしく働くことができる場所です。

自分らしく働くことが、利用者の笑顔につながっています。

11活動
事例 ケアマネジャーなどと一緒に

高齢者を支えたい！

　加入している不動産協会の方針もあり、できるだけ高齢者や生活困窮世帯からの相談に

対しては、契約に結び付くように対応をしています。外国籍世帯や生活困窮世帯に物件を

紹介できないということはほぼありませんが、まれに物件のオーナーの考えにより紹介で

きないケースもあります。一方で、借り手側の要望が多すぎることで、契約に結び付かない

ケースもあります。

　近年、単身の高齢者に住まいを貸すことも多く、地域包括支援センターや担当するケア

マネジャーとの情報共有は欠かせません。入院したとき、退院したときなどに連絡をもら

えることで私たちも安心します。お子さんなどの家族が遠くに住んでいてなかなか来れな

くても、ケアマネジャーなどの関係者との連携を密にすることで、高齢者の生活を支えるこ

とができるケースは多くあります。個人情報の問題もあるのでしょうが、お互いが一つ一つ

了解を取り合いながら、みんなで一緒に支えられるようになっていくことを願っています。

4現場
レポート

❹ 仕事と住まいの 確 保 の問 題

どんな取り組み？

ポイント

［ 就労継続支援A型事業所「A-NEXT」の活動 ］

仕事と住まいの確保の問題

大和市社会福祉
協議会の取組み

生活上の困りごとに対し、いち
早く生活再建が図れるよう、相
談員が就労支援などを通じて、
生活状況や家計の面から改善
に向けて支援します。

自立相談、家計改善支援
離職や失業をした際に住まい
を失うことを未然に防ぐため
に、一定の条件により、就職
活動中の賃貸住宅にかかる家
賃を一定額、給付します。

住居確保給付金
相談支援を通じて、生活上の福
祉課題に対し貸付が必要と判断
され、一定の条件に一致した場
合は、返済計画を立てながら、そ
の申請支援を行います。　

生活福祉資金貸付相談

キーワード解説 （※1）各種制度などの一例

 A-NEXT
ホームページ

「自立相談窓口」を中心に、仕事や住まいに困った住民に対し、各
種制度（※1）を活用したり、他の相談機関と連携しながら、スムー
ズに就職活動や転居が行えるようさらなる支援の充実を図ります。

（公社）かながわ住まいまちづくり協会の「高齢者等住まい探し
相談会」と連携して、高齢者や障がいのある方の転居について
の相談支援を行います。

生活困窮者支援のネットワーク構築の充実に向けて、「生計
困難者支援事業連絡会」の事務局機能を担い、かながわライ
フサポート事業（25ページの「活動事例10」）との連携のほ
か、実際にあった地 域の困りごとを共有し、総合的に受け止
めていく取り組みや議論を進めます。

 キーワード解説詳細

市内の不動産店の代表者へのインタビューから
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目を向けたい８つの問題

５「災害弱者」の被災・避難・生活再建問題
障がい児を抱える家族にとっての
避難所問題

　障 がい 者の多くは“場 所見 知り”がありま

す。コミュニティセンターが福祉 避難 所だと

しても、障がい者にとっては、普段 行かない

場所には避難ができないというのが実際のと

ころです。大 規 模 災害が 起こったとき、特別

支 援 級 の 教 室 が 避 難 場 所 になるなど す れ

ば、避難所生活に適応できる障がい児も増え

ると思います。仮にどうしても新しい場所に

避難する場合は、設備が障がい児に合ってい

る施設であることが望ましいです。

重度強度行動障害の娘（小学6年）を持つ母親へのインタビューから

5現場
レポート

❺「災害 弱 者」の被 災・避 難・生 活 再 建 問 題

　地震、豪雨などの自然災害が多発している現在、避難に困難を抱えていたり、災害の情報
が入手しづらかったりする「災害弱者（※1）」への理解が広がっていないことが課題となって
います。

現在の状況

日頃からの交流や学びの機会を通じて、「災害弱者」と呼ばれる人を具体的にイメージで
きる人を増やしていく必要があります。

必要なこと

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

災害時に必要な情報を入手しづらい（SNSやインターネットが苦手、ことばの問題）。●

被災を逃れるための判断能力や理解力が十分でないことで危険を回避することが難しい。●

避難生活により体力が低下することが心配。●

避難所では、日頃利用している介護や生活支援のサービスを利用できなくなる。●

発災前から抱えていた低収入などの経済的な課題がさらに深刻になる。●

避難所での生活など、急激な環境の変化に対応できない（福祉サービス利用者、難病な
どの在宅医療利用者など）。

●

発災後の支援体制の整備として、がれきの処理や家屋などの修繕作業とともに、避難所
や仮設住宅から出た後の生活再建の支援も見据えた体制の整備が求められます。

●

福祉や地域への関心が広がり、「災害弱者」と言われる人の存在に気づく人が増えている。

目指す姿（５年後の姿）

●

災害ボランティアセンターの役割として、がれきの処理や家屋などの修 繕作業だけでは
なく、「災害弱者」への対応も重要であるということが共通認識として広まっている。

●

最近は「要配慮者」または「要援護者」という表現をされることが多くなってきていますが、ここで
は「災害弱者」ということばを使用しています。特に大規模災害発生時は、ほぼすべての市民にとっ
て何らかの生活支援が必要になることが想定されます。そのとき、日頃（平時）から育児・保健・医
療・福祉サービスを利用している人にとっては、より深刻な生活の困難が生じます。そのことを多く
の方々が共通認識としてイメージしやすくなるよう「災害弱者」と表現しています。

（※1）災害弱者

キーワード解説

　例えば放課後等デイサービスの拠点が福祉避難場所に位置付けられれば、障がいの

特性が異なっても、お互いですみ分けが可能なことが多いので、そのような仕組みが整う

ことを願っています。

市販品を活用した非常持ち出し品セットを用意するなどの工夫もしています
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生活再建に
不可欠なボランティア支援だから

今やるべきことは何か！

　市では、大規模災害が発生し外部からのボラン
ティア支援を受け入れる必要があると災害対策本
部が 判 断した場 合、市 市民 活 動 課と市 社 会 福 祉
協議会（やまとボランティアセンター）が協働して
「大和市災害ボランティアセンター（以下、「災害
ボランティアセンター」）」を設置・運営します。
　災害ボランティアセンターでは、情報の収 集や
関係 機関との連 絡調整などを市市民活動課が 担
い、被 災者ニーズの把握と把握されたニーズにつ
いて支援ボランティアを調整・派遣する役割を市
社会福祉協議会ボランティアセンターが担います。
　大和市地域防災計画に示されたとおり、災害ボ
ランティアセンター設置運営訓練を年１回実施し
ています。

❶ 災害ボランティアセンター設置運営訓練は、想定される被災者ニーズ（仮想ニーズ）
をもとにした、支援ボランティアの受付から派遣までが訓練の中心でしたが、これか
らは被災者ニーズの把握についての体制づくりにもより注意深く目を向けます。

以前、障がい者団体が主催した避難行動訓練では、障がいの種類によって防災上の
不安や被災時の困りごと、避難行動時の困難さが多種多様であることがわかりまし
た。必要とされる支援内容も、障がいの種類などによって多種多様であることが想
定されます。

12活動
事例

どんな取り組み？

ポイント

［ 市社会福祉協議会の活動 ］

～災害ボランティアセンター～

❷

災害ボランティアセンター設置運営訓練

被災者ニーズ聞き取り訓練

 避難行動要支援者
支援制度

平時からの
地域連携の仕組みづくりに

避難行動要支援者名簿を活用！

　市では、災害時に自力で安全な場所への避難が困難で、
特に支援を要する方を「避難行動要支援者」として名簿へ
登録する仕組みをつくっています。避難行動要支援者名簿
は、発災時に安否確認や避難支援などを迅速に進められ
るよう、お住まいの地域の自治会、民生委員・児童委員、地
区社会福祉協議会と共有しています。
　地区社会福祉協議会の中には、毎年、市との避難行動
要支援者名簿の共有のタイミングで、自治会役員と民生委
員・児童委員に呼びかけて、研修会や情報交換会を主催し
ている地区もあります。いざというときに備えて、平時から
の見守りや安否確認にも効果的に名簿を活用し、地域の中
での支えあいを進めていこうとする機運が高まっています。

❶ 民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会による、ひとり暮らし高齢
者などの日常的な見守り活動が、災害時にも活かされます。

日頃の助け合いの仕組みづくりが安心・安全な地域づくりにつながります。

13活動
事例

どんな取り組み？

ポイント

［ 地区社会福祉協議会の活動 ］

❷

福田北地区社協主催「災害時要援護者対策地域会議」

桜丘地区社協主催「避難行動要支援者会議」

❺「災害 弱 者」の被 災・避 難・生 活 再 建 問 題

「災害弱者」の被災・避難
生活再建問題

大和市災害ボランティアセンターや避難生活施設が設置された
際に、「災害弱者」についての情報が伝わりやすくなるよう、関係
機関や団体との連携を図り対応します。

ICTを導入した大和市災害ボランティアセンターの運営がスムー
ズに行われるよう、全職員が運営方法を習得するための訓練を定
期的に開催します。大和市社会福祉

協議会の取組み
避難生活施設や仮設住宅を出た後の生活再建に向け
た相談対応を行うため、各種相談窓口の広報活動を
より積極的に行います。
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どんな取り組み？

ポイント

　母 子や若者たちが困り、ひと時でも自宅を離れて
一人になりたいと思ったときに、その気持ちを守って
あげられる場所が少ないと感じていた有志メンバー
が集まり、「CASA LALA MARINO」（福田）がオープ
ンしました。
　「CASA LALA MARINO」は、人とのかかわりを深
め、元気や自信がなくなってしまった人たちが、もう
一度前を向いて歩きだせる場所となるよう、母 子や
若者のためのシェアハウス、女性やこどもの居場所
としてのショートステイを展開しています。

14活動
事例

❻ こどもとその親などが 抱えるさまざまな困 難 の問 題

目を向けたい８つの問題

６ こどもとその親などが抱える
さまざまな困難の問題

　子育てをするための状況が家庭の中でも、社会の中でも多様化し、こどもにとっても、親
にとっても、不安や困難を抱える世帯が多くなっています。さらにはそれぞれの不安や困難
が地域の中で見えにくくなっていることが課題となっています。

現在の状況

多様化するそれぞれの子育て家庭の状況に応じてかかわることができる仕組みづくりが必
要とされています。

必要なこと

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

きめ細かな支援が求められますが、親子それぞれの持つ力を発揮できるようなサポートが
求められます。

●

こどもが抱える不安や困難として、自己肯定感の低下、不登校、孤独・孤立、低栄養、遊
び・学び・体験の機会の不十分さ、ヤングケアラーなど同年代とは異なる役割を期待され
ることなどがある。

●

親が抱える不安や困難として、低収入や家計管理、住まいの確保、孤独・孤立、自己肯定感
の低下、虐待のリスクなどがある。

●

支援をしてくれる、支持してくれる、寄り添ってくれるなどとレベルはさまざまであるもの
の、誰かがかかわることを欲している人は多い。

●

同時に、その存在は親などの家族、公的機関、専門職でないことも多い。また、子の月齢・
年齢、人数によっても違いがある。

●

障がい児についての周囲の理解がまだまだ得られていないと感じている親がいる。障がい
がある親子同士の場とともに、障がいのない親子とも一緒に過ごせる場が十分ではない。

●

子育てだけでなく、親などの介護にも同時に直面するケースがさらに多くなることが見込まれる。●

誰かとつながっていたいという願いが叶えられる環境（仕組みや雰囲気・空気感）が整って
きている。 

目指す姿（５年後の姿）
●

SNSなどの次世代を見据えたツールを活用して、つながれる、学べる手段が増えている。 ●

すでに展開されている取組みや事業が継続・発展し、さまざまなニーズに対応できること
が増えている。

●

 母子や若者のシェアハウス
  「CASA LALA MARINO」

母子と若者のためのシェアハウス
「CASA LALA MARINO」
［ 公的サービスではない有志メンバーの活動 ］

カーサ ララ マリノ

❶ 母子や若者のSOSを受け止め、安心して時間を過ごせる場であり、地域に開かれた場
所として親子サロンやこども食堂の活動もあります。

❷ 誰にでもある、一人になりたいと思うときに、それを叶えられる場づくりのヒントがた
くさん詰まった取組みです。

こども食堂

お裁縫教室
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こども食堂をきっかけに
こどもたちも地域も成長！

　家庭の経済的な事情や親が多忙であることなど
の理由から、食事を満足に食べていないこどもが
増えていることに気づいた人から始まったといわ
れているこども食堂。コロナ禍にさらにその数が
増え、内容も多様化しました。
　しんちゃんハウス（南林間・西鶴間）では、20年
前から“誰かと一緒に食べること”の必要性を感じ
て活動に取り組み、今では生活困窮対策としてだ
けではなく、居場所や交流の場としても取り組ま
れています。
　また、他のこども食堂では、活動を行う中での気
づきから、大学生や大人がかかわって宿題を一緒
に行うなどの学習支援や、月に１回みんなで近所
の銭湯に行くなどの活動の広がりも見せています。
　老人ホームが主催するこども食堂では、世代を
超えた交流の時間も生まれています。また、最近
では 、対 象 をこど もやその 親 だけに限 定しない
「みんなの食堂」も増えてきています。

❶ こどもたちの笑顔が増え、参加するこどもが
年下の子の世 話をするなどのこども同士の
成長がみられます。

ボランティアや寄附などを通じて、こども食
堂に携わってみたいと思う人が多く、こども
食堂が地域づくりのツールとなっています。

15活動
事例

どんな取り組み？

ポイント

［ さまざまな「こども食堂」の活動 ］

❷

通学支援ボランティア

　やまとボランティアセンターでは、年間約650件（令和5年度）を超える通園・通学付き
添い介助のボランティア調整をしています。親などの保護者に障がいや病気があったり、
就労していたりで、こどもの保育園などへの通園や小学校などへの通学に付き添えないと
きに、ボランティアが保護者の代わりに付き添うものです。特に、特別支援級に通うこども
の付き添いについては、それぞれのこどもの特性を理解しながらサポートするとともに、学
校、障がい福祉サービス事業所、NPO法人や行政との連携が必要になります。

❶ ボランティアのサポートにより、親の身体的・精神的
負担を軽減ができ、こどもが安心して保育園や学校
などに通園・通学できます。

ボランティア活動を通じて、地域住民に障がいへの
理解が広がります。

16活動
事例

どんな取り組み？

ポイント

［ 市社会福祉協議会（やまとボランティアセンター）の活動 ］

❷

ボランティアのコーディネートを通じて、地域住民や
市社会福祉協議会が新たな地域課題に気づくことに
もつながります。

❸

❻ こどもとその親などが 抱えるさまざまな困 難 の問 題

こどもとその親などが抱える
さまざまな困難の問題

ボランティアコーディネートを通じて各家庭の困難や不安を把握
し、世帯としてサポートします。

本人を中心とした地域住民やボランティアによる個別の支援チー
ムを立ち上げます。

大和市社会福祉
協議会の取組み

ボランティアを育成し、障がいや暮らしにくさについ
ての理解を広げます。

多様な地域住民、専門職、NPO法人や行政などとの
連携により、課題解決のための地域の支援体制づく
りを進めます。

しんちゃんハウスの様子

ランドセルを背負った小学生、幼児連
れの家族、中学生や高校生が大きな
テーブルを囲み一緒に朝ごはんを食
べたり、ボランティアによる定番のカ
レーライスやおばんざいが並び、ミニ
音楽会や季節のイベントの実施で笑
顔が広がります。

庭だったところ
が畑に変わり、
季節の野菜を育

て提供。食材の寄附を
通して地域の方とつな
がっています。

たくさんのボランティ
アがかかわり、素 敵
な時間、仲間、空間
があり地域での団ら
んが広がります。
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どんな取り組み？

ポイント

　給食事業などを展開する株式会社安田物産は、外国人従業員を事故や犯罪、トラブルか
ら守るために、防犯・交通安全講習を実施しました。
　神奈川県警本部と大和警察署が、参加者約40人に向けて、ごみの捨て方などの生活ト
ラブルや、外国人が巻き込まれやすい犯罪などについての注意を呼びかけました。また、
自転車の安全な乗り方についての講習も行いました。
　同社では、令和元年から技能実習生の受け入れを開始しています。コロナ禍には、他社
で就労していた帰国困難の実習生などを在留資格特別活動で受入れ、現在でも特定技能
生として雇用が続いています。令和6年11月現在、47名の技能実習生と特定技能生が、会
社の戦力として活躍しています。

17活動
事例

❼ 外 国ルーツの人や 外 国 人の暮らしにくさの問 題

目を向けたい８つの問題

７ 外国ルーツの人や外国人の
暮らしにくさの問題

　外国ルーツの人や、留学生・技能実習生などの在留資格の取得により転入する外国人が増
えています。多様な国の人との共生社会に近づく中でも、外国ルーツの人などにとっては、ま
だまだ暮らしにくさを感じる場面がたくさんあることが課題となっています。

現在の状況

日頃からの交流や学びの機会を通じて、外国ルーツの人や外国人が抱える不安や困難を
理解していくことが必要です。

必要なこと

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

外国ルーツの人や外国人に情報が届く仕組みづくりが必要です。これはすべての人に情報
が届きやすくなることにつながります。

●

日本語がよくわからず、ことばが通じにくい。特に病気や医療機関のこと、こどもの学校か
らの連絡内容を理解できないことでうまくいかないことが多い。

●

日本の医療制度、税金制度がよくわからない。●

ごみの捨て方、駐車・駐輪、生活音について、文化の違いもあり日本人との間でトラブルに
なりやすい。

●

住宅の確保が難しい（保証人がいない、緊急連絡先がない、文化の違い、収入の問題、家
賃債務保証会社の審査に通りにくい）。

●

相談する友人や知人がいない。●

日本語を学んだり、読み書きの勉強ができるところがまだまだ少ない。●

地震などの災害が発生したときの対処方法がわからない。●

工夫された情報発信により、ことばや文化の違いがあっても、暮らしについての情報が伝
わるようになっている。 

目指す姿（５年後の姿）
●

福祉・医療・法律・住宅・金融・教育・多文化共生など、多様な立場のつながりが進み、外
国ルーツの人や外国人が、暮らしやすいと感じる場面が増えている。 

●

 株式会社安田物産ホームページ

外国人従業員に
防犯・交通安全講習

［ 株式会社安田物産の活動 ］

❶ 企業が、外国人従 業員の暮らしに目を向け、
安心して日本に住み続けられるように、講習
会を開いています。

❷ 外国人従業員が長く働き続けられると、企業
にとっても、大きな戦力になります。
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夏休みの学習をサポート

　公益 財団法 人 大和市国際 化協会では、外 国に
ルーツをもつ小・中学生の学習をサポートするた
め、平成18年から「夏休 み子ども教 室 」を開催し
ています。外国にルーツをもつこども達を対象に、
約40人のボランティアが1対1で学習支援を行いま
す。毎年30人ほどのこども達が夏休みの宿題を持
ち込み、勉強に励んできました。
　市内に暮らす外国籍の方は約8,400人。市内28
校の小・中学校には日本語指導が必要な児童・生
徒が約400人在籍しています。こうした状況をふま
えて、外国にルーツをもつこども達が安心して勉
強できる場を、今後も提 供していければと願い、
活動が続けられています。

❶ 外国にルーツをもつこども達は、地域に暮らす日本人の大人とかかわる機会が比較
的少ない状況ですが、ここでは顔も名前も知らない地域の人（ボランティア）から優
しく接してもらえる経 験を積み重ねることができます。勉学の向上だけではなく、
困ったら誰かを頼ったり、逆に誰かを支えようと思ったりといった意識を育て、高め
る機会となっています。

外国ルーツであるという共通点をもつこども同士で一緒に学習
することにより、「日本語の習得に苦労しているのは自分だけで
はないんだ」という安心感が得られる場となっています。別々の
学校に通うこどもが出会い、交友関係が広がるケースもあります。

18活動
事例

どんな取り組み？

ポイント

［ 大和市国際化協会の活動 ］

❷

ボランティア自身が、支援を必要としているこども達に学習支
援をすることにより、やりがいを感じることができ、学習支援の
ボランティア活動の継続や他のボランティア活動につながるこ
とも多くあります。

❸

どんな取り組み？

ポイント

　市内には33人に1人の割合で外国籍の方が暮らしています。地域で生活していく中、さ
まざまな場面で外国籍の方とふれあうことがありますが、日本語が十分に理解できないと
地域の輪の中に入ることが難しく、日本語の習得はとても大切です。
　ボランティアグループ「日本語教室かけはし」では、参加者の日本語の理解のレベルに
よって、入門・初級・中級の3段階に分けた授業を行っています。

19活動
事例

❼ 外 国ルーツの人や 外 国 人の暮らしにくさの問 題

ことばや文化の垣根を
フラットに

［ ボランティアグループの活動 ］

❶ 講 師と学習者を毎回固定化して授 業を行うこ
とにより、講師は学習の進捗状況や理 解度を
見ながら指 導でき、学習者も安心して学習に
取り組めます。

❷ 教 材の活用だけではなく、身近な話 題を取り
上げた対 話 や、スーパーでの買い物の実 践な
どを行うことにより、日常会話がいち早く習得
できるよう工夫されています。

❸ 学習者の母国のことを理解し合うために、さま
ざまな課外授業を行うことにより、講師（ボラ
ンティア）も諸外国の文化や風習などを学ぶこ
とができます。

 外国ルーツの人や
外国人の暮らしにくさの問題

通訳や日本語教室などの紹介・情報提供、また、災害時の対応・
支援などについて、大和市国際化協会との連携を強化します。

大和市社会福祉
協議会の取組み

日本語教室を開催するボランティアグループに、会場
提供やボランティア情報の提供などの活動支援を行
います。

学習風景

料理教室

日本語教室
「かけはし」

大和市国際化協会
Facebook

大和市国際化協会
ホームページ
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目を向けたい８つの問題

８ よりそい、ともに成長できる
支えあいの広がりの必要性

　何らかの制度やサービスを利用するときには手続きが必要になりますが、さまざまな理由か
らその手続きができないことで問題を解決できないままになってしまう人が少なくありません。
　また、生活に不安や困難を抱える状況から、制度やサービスを利用する立場になると、ず
っと受け手の立場のままになってしまいやすいことも課題となっています。
　一方で、地 域における福祉活動の担い手に目を向けると、担い手の不足、担い手の高齢
化などにより、思うように活動を展開できないということが課題となっています。

現在の状況

生活の困難や不安に応じた制度やサービスにつなぐだけにとどまらない多様な支援の方
法が求められます。

必要なこと

調査で聞かれた声・指摘されたこと

●

多様な問題、新しく出てきた問題を受け止め、考え、地域に発信する仕組みが必要です。●

活動の担い手を確保するためには、募集にあたっての発想の転換が必要です。①SNSの積極
的な導入・活用、②すきま時間を活用した短時間・不定期での支援活動への呼びかけ、③サ
ービスを利用する（支援を受けている）人への支援する側への呼びかけなどが考えられます。

●

支援する側も安心を実感できるサポート体制の整備が必要とされています。●

さまざまな支援の実施方法について、お互いに学び合ったり、支援のスキルを身に着けた
りできるような場やグループが新たにできている。  

目指す姿（５年後の姿）

●

担い手の高齢化が課題ではなく、前提として捉えられるようになり、地域で活躍する高齢
者が増えている。 

●

福祉や医療に携わる人と、法律・住宅・金融・教育・多文化共生などに携わる人との連携
など、支援者側のつながりが進んでいる。  

●

制度やサービスの情報提供の支援だけでは自分で動けない人も多い。●

公的な窓口や専門職によるかかわりを窮屈に感じることもある。●

本人が自分でできることが増えていくような支援メニューが少ない。●

支援の受け手でも支援する側になれることもある。●

活動に携わる人がいつまでも同じ顔ぶれで、どんどん高齢化している。新しく担い手にな
る人が少ない。

●

サービスを利用する（支援を受ける）側の人が、支援をする側にもなる機会が増えている。●

活動の担い手の募集の方法（手段）が増えている。 ●

❽ よりそい、ともに成長できる支えあいの広 がりの 必 要性 

サービスを利用する
立場だけじゃないです！

　こどもに障がいがあったり、医療ケアが必要な状

態であるため、専門家や行政などたくさんの人がサ

ポートしてくれています。ただ、その中で感じるの

は、私たちのことをサービスを利用する立場でしか

見られていないのではないかということです。

　我が子にずっと向き合うのに疲れてしまうこともありますが、“すきま時間”にほか

の子にかかわったり、地域のことに取り組める時間もありますし、それが気分転換と

なって、我が子や家族に向き合うことにもいい循環ができます。

　いろいろな活動に参加し、支援する側にも回ることで、我が子のことをよく知っ

てもらうことにもつながり、私にもできることがあるって思えて、自分らしくいられる

ことにもつながると思っています。

重度強度行動障害の娘（小学6年）を持つ母親へのインタビューから

6現場
レポート

（    　　　   ）求められる多様な支援と
担い手の確保の問題
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NPO法人ワーカーズ・コレクティブ
チャイルドケアの
伴走型総合支援事業

どんな取り組み？

ポイント

　高齢者の約3.6人に1人が認知症またはその予備
群であると言われています。このように、誰もが認
知症になり得ること、認知症があっても、住み慣れ
た地域で自分らしく暮らせるようにするための取組
みが進められています。
　市では認知症の人やその家族の応援者である「認
知症サポーター」を中心に、認 知症の人の「やりた
い」「続けたい」「はじめたい」などの“希望”により
そう「チームオレンジ」の活動が広がっています。
　下鶴間つきみ野地域包括支援センターと認知症
サポーターは、身体が元気な今だからこそ「何かス
ポーツを始めたい」という希望のある6 0 代の若 年
性認知症の人とグラウンドゴルフを楽しむ活動をス
タートしました。

20活動
事例 チームオレンジから広がる

認知症の人と地域の取組み
［ 下鶴間つきみ野地域包括支援センターの活動 ］

❶ 認知症の人との対話から始める！
　本人の思いや希望を知るため、ショッピングモールのフードコートでのお茶飲み（対
話）から始めました。介護保険制度のデイサービスでは物足りなさがあること、地
域の人たちとかかわりを持ち、認知症についての理解を広めたいという希望があるこ
とがわかりました。目を輝かせ希望を話す本人と話し合い、グラウンドゴルフの活動
が生まれました。

❷ チームオレンジの活動からひろがる！
　グラウンドゴルフの活動は、認 知症の人と地 域との距離を縮め、
地域のこども向けイベントでのボランティア参加が検討されるなど、
ひとつの活動からさまざまな展開が広がっています。

　平成11年に「子育て支援の充実」を実現させ

るために、子育ての現役・子育ての卒業者の有

志が集まって活動をスタートさせた団体です。

　有償ボランティアの紹介、中高生で障がいが

あるこどもへのサポート、習い事への送迎など

の子育てサポート、親子で一 緒に来れる居場

所の運営、子育て経験者によるお話をしたり、

一 緒にお出かけしたりする家庭訪問型の活動

などを行っています。

7現場
レポート

「チャイルドケア」とは？

　今思うことは「悩んでいる人がいっぱいいるなぁ」です。悩み

を解決するのに長く時間がかかってしまうかもしれない、解決し

ないかもしれない。それでもとにかく一緒に居続ける「寄り添う

人」でいたいと思っています。こどもが成長するにつれて状況も

変わってきます。

　長く寄り添い続けていると良い方向に変化していると感じる

こともあります。例えば、学校に行けなくなっている子の家庭と

先生との間に入り、先生と違う見方で話をすると、先生が理解し

てくれることがあります。そんな活動を続けてきて今とても気持

ちが充実しています。

永井圭子さん（代表）の今の想い

　行政の制度やすでにある事業をうまく利用することができず

に困っている人たちへのさまざまなサポートを行うものです。学

校の先生との間に入ったり、学校からの手紙を一緒に確認した

り、書類を一緒に書いたりそろえたり、必要があれば一緒に病院

へ行ったりもします。

　先が見えない中を困っている人によりそい続けるのは大変な

ことですが、誰かがやらなければならいないことです。伴走型総

合支援はこのようなサポートに取り組みます。

伴走型総合支援とは？

Instagram

　 NPO法人ワーカーズ・
コレクティブチャイルドケア

ホームページ

❽ よりそい、ともに成長できる支えあいの広 がりの 必 要性 

チームオレンジ
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どんな取り組み？

ポイント

　普段は医療機関で働くリハビリテーションの専門職である理学療法士が、一人の市民と
して介護予防をテーマに市民活動を展開しています。
　介護予防講習会を主催して、同じ対象者に継続的にかかわって、加齢により心身が老い
衰えた状態に陥ることを予防したり、認知症予防のコグニサイズというメニューを実施し
たりと、現在は主に家族介護者などを対象に、幅広い活動を行っています。
　「市内ではボランティア、地区社会福祉協議会や協議体（※1）など、住民の方々の取り組
みがとても豊かであると感じています。今の地域活動の土台をつくり上げてきたみなさん
がこれからも健康で楽しく活躍されるようお役に立ちたいと思っています！」と、代表の岡
原隆之介さん。イベントや会議のための会場設営や準備作業で身体を痛めることがないよ
う、身体の動きの専門職だからできる地域貢献の実現を目標に掲げています。

21活動
事例 地域の活動家も

明るく元気でいるために！
［ やまと生涯学習ねっとわぁくボランティア講師（理学療法士）の活動 ］

❶ 自治会館やコミュニティセンターでの会議や事業のときには机や
椅子を倉庫から運び出すなどの準備が必要です。身体に無理が
ないようにする工夫などを学ぶことができます。研修会のテーマ
に設定してみてはいかがでしょうか。

❷ 地域活動に限らず、日々の家事動作にも役立つ内容です。

リハビリテーション
専門職の会

（※1）協議体・・・22ページ〔活動事例9〕を参照

よりそい、ともに成長できる
支えあいの広がりの必要性 

本人や家族の持つ力にも着目した相談対応、事業の実施や広報
活動を今まで以上に進めます。

どんな取り組み？

ポイント

　市では令 和6年 4月に包括支 援 係を設置 。最 近では、高
齢、障がい、子育て、生活困窮といったようなさまざまな課
題が二重三重に絡み合うような困難を抱えた世帯への支援
が求められるようになってきています。こうした複合的・複
雑化した福祉にまつわる困りごと（福祉課題）の相談を受け
た場合には、単独の相談窓口ごとに対応するのではなく、関
係する部門がチームを組んで世帯全体の支援を考えていく
ことが必要です。包括支援係では、こうした各課の連携を円滑にするための役割を担ってい
ます。福祉に関係する課が置かれている大和市保健福祉センターの5階に窓口があります。

22活動
事例 市包括支援係と

「福祉ここから相談窓口」
［ 大和市の活動 ］

❶「課題」ごとの支援から「世帯」ごとの支援へ。

❷ 関係部門の協議の場を通じて、一体的な支援
を行うチームづくり。

❸ 課題解決支援と伴走型支援の両輪。

❽ よりそい、ともに成長できる支えあいの広 がりの 必 要性 

活動の担い手を増やしていく方法として、現場での“顔の見える関
係”だけではなく、オンラインによる実施方法にも取り組みます。

大和市社会福祉
協議会の取組み

公的な窓口や専門職と、地域住民による活動との連携を充実させます。

地域福祉活動計画推進委員会の事務局として、第7次地
域福祉活動計画の進行管理を行います。職員が地域に出
向いたり、「社協だより」やホームページなどの広報物や
SNSなどを通じたりして、地域に発信し、共有します。

健康福祉 総務課、人生100年推
進課、障がい 福 祉課、生活 援護
課、こども総務課、すくすく子育
て課のそれぞれの窓口が「福 祉
ここから相 談 窓口」と位置 付け
られています。

（※1）福祉ここから相談窓口

キーワード解説

（※1）
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計画の進行管理

第4章 第5章

事務局（市社会福祉協議会）による
進行管理　
　計画がスタートしてからは、策定の中で見えていなか
ったニーズや次なるニーズが生まれていないかの視点（ニ
ーズ把握）を絶えず持っていきます。そして、それを発信・
共有し、共感が進む中で、地域での新たな動きにつなげ
ることの循環ができていくことを目指します。

第６次計画の概要

　第6次計画は、地域における課題解決のために何
をすべきかを4つの基本目標として設定しました。そ
して、それぞれの基本目標ごとに基本計画を定め、
8つの実施計画を設定しました。

　計画の期間は、平成31年度（令和元年度）から令和
5年度までの5年間としてスタートしましたが、統一した
計画の期間である大和市の策定する「第5期大和市地
域福祉計画」が、令和6年度末までと1年間延伸された
ことを受けて、第6次計画も令和6年度末までと延伸し
ました。

　今回掲載した22の活動事例は、地域にあるニーズに先に気づいた方々が実践され、目指す姿
に向かっているものです。活動を続けることで、ニーズが軽減されたり、新たなつながりや広が

りも出てきているはずです。一方で、また新たなニー
ズを抱える人に直面したり、活動が広がる中での課
題が生じていることがあるかもしれません。また、7
つの現場レポートで発信された想いや実態にも変化
があることが考えられます。

　目を向けたい8つの問題がどうなっているのか、ま
た、9、10番目の問題が生じていないかどうかなどを
進行管理の中で確認します。 

市民、地域関係者・団体、
施設や企業などによる計画書の活用
　この計画の策 定にあたっては、ヒアリング 調 査などによりニーズを把 握し、整 理を進めまし
た。すべては見えていないかもしれませんが、まずは把握できたところを大事にし、見えてきた
こと、あるいは把握できたことを発 信・共有し、取り組んでいくことを目指しました。

　目を向けたい8つの問題が、みなさんの活動の中ではどのように見えているでしょうか。
福祉活動に取り組むそれぞれの立場で、この計画書を1つの見取り図（拠りどころ）とし
て、日頃の活動の中で活用いただくことを願って策定しました。この計画書をきっかけ
として、地域福祉や福祉活動について、自由に話し合われる場面が数多く生まれること
を願っています。

PDCA
サイクル

PL
AN 計画 DO 実

行

CHECK 評
価

ACTION 改善

「第６次大和市社協地域福祉活動計画」の
振り返り（進行管理）
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基本目標 1

拠点づくり

多様な課題へ対応するための
拠点づくり

誰もが気軽に集い交流
できる居場所づくり

基本目標 2

連携・協働の推進

一体的な支援が実現できるような
連携・協働の体制づくり

基本目標 3
住民同士が

支えあう関係づくり
誰もが共に生きる
地域社会の構築（　　　    ）（　       　　     ）（　    　　 　   ）

● 

多様な生活課題の解決に
向けた機能を持つ拠点づくり

● 

多様化するニーズに
対応するための専門職や
専門機関の連携強化

● 

地域住民や当事者が積極的に
参加できる権利擁護の
仕組みづくり

● 

日常からの地域の見守りや
支援活動の充実を図ることを
通じた地域関係づくり

● 

自助力の向上と互助の強化● 

基本目標 4 人材養成（ 担い手の発掘・養成 ）

基本目標 1～3 の実現に向け、新たなボランティアの発掘や地域福祉推進リーダーの養成の
ほか、専門職との協働をより一層図ることにより福祉課題の解決に向けた支援を行っていく
ため、テーマに応じた研修プログラムの作成と実施による地域福祉推進の人材養成を行う

第６次計画の全体イメージ 第６次計画の成果と課題

大和市社会福祉協議会 基 本理念
住民ひとりひとりの参加を基本に 共に支えあう福祉のまちづくりを

地域福祉を取りまく現状や生活福祉課題の把握と情報共有
 地域の社会資源（地域の強み）の発見と情報整理・情報発信

● 地域アセスメントの実践（第5次計画での取り組みの継続と発展）

● ニーズ調査や関係者等へのヒアリングによるニーズ把握

● 地区社協支援やボランティア調整を通じた課題把握 など

成果

課題

　 新たな生 活 課 題の具体例として取り上げた、こどもの
貧困や虐待、若年性認 知症、ひきこもりというニーズを対
象としたさまざまな活動が展開されるようになりました。
それらの数の増加だけではなく、活動を通じてさらに明ら
かになってきた 個 別ニーズを解決するための内容も盛り
込まれるなど、拠点の機能の広がりも見られるようになり
ました。
　特にこども食堂やフードバンクなどの「食 」支援をきっ
かけとした活動が数多くみられるようになりました。

基本目標と各計画の関連性がわかりにくいものになっていました。❶

第2層協議体が7か所設立され（令和6年12月現在）、高齢者を対象とした具体的な活
動が徐々に広がり始めた段階です。

❷

こども食堂やフードバンクなどの「食」支援をきっかけとした活動がどれくらいの数が
あり、開 催場 所、頻 度、対 象がどうなっているのかなどの市内における全 体像を把 握
し、必要な人に情報が届くような仕組みが必要とされています。

❸

ひきこもり（こもりびと）の支援では、交流・親睦を目的とした集いにとどまらず、社会
参加・社会貢献に向けたニーズへの対応が求められています。

❹

感染対策の関係上、地域活動における福祉施設の活用が、今なお制限されている状況
です。拠点活用のルール作成も求められるようになりました。

❺

実施計画 1

実施計画 2

拠点づくり

地域での相談・情報提供・交流や課題解決の
場としての第2層協議体拠点機能の充実に向け
情報提供や支援を行います

新たな生活課題に対応するための実態把握と
情報提供を行います交流・支えあいから

生活課題解決の場と
なる拠点づくりを進
めます

多様な課題へ対応す
るための拠点づくり

基本目標 1 基本計画 1
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成果

課題

　新型コロナウイルス感染症が蔓延した時期を経る中で、これまでのこども、障がい、
高齢者などといった対象別の福祉活動だけではなく、日常生活、衣食住の視点に基づく
福祉活動が展開されるようになりました。経済的な生活課題を抱えた世帯が増加し、そ
れらに数多く対応する中で、相談窓口間の連携・協働が深まりました。一方で、食料品
が寄せられる件数の伸びなど、個人や企業などの福祉理解も強くなってきました。
　また、専門職の権利擁護支援の視点や住民活動との協働などへの意識が高まり、お互
いに学び合い、高め合う交流場面が数多く持たれるようになりました。

生活困窮をキーワードとした活動が多様な主体により展開されるようになりました。市内に
おける全体像を把握することで、より効果的な個別支援につなげられることが期待できます。

❶

地域包括ケアシステムの理解が進み、高齢者分野では横断的な支援体制が構築されてき
ました。制度のはざまの個別ケースなども含め、さまざまなニーズに対して一体的な支援
が実現できるような環境づくりが求められます。特に関係機関相互の理解を深め合える
機会が必要とされていると考えられます。

❷

市社会福祉協議会主催「福祉の魅力を伝えるプロジェクト（市内の高齢者施設を主とし
た社会福祉法人の若手職員による情報交換と事業企画）」を他の領域などへと展開し、
市内における社会福祉法人の連携・協働を進めることが必要です。

❸

成果

課題

　新 型コロナウイルス感 染 症 が蔓 延する中でも、クラス
ターなどの感染拡大を引き起こすことなくふれあいネット
ワーク事業を継続することができました。このときに試行
錯誤しながら知恵を絞って考え出した実 践 方法は今後に
も活かすことができます。また、一時期減少した利用者や
ボランティア数も再び増加してきています。
　災害ボランティアセンター運営スタッフは、平成26年度
の初回講座開催時の登録者数から倍以上の人数に増えて
います（令和6年12月末現在49人）。防災・減災に関する
普及啓発活動を市と市社会福祉協議会との協働により実
施するとともに、災害関係団体との連携も継続しています。

実施計画に具体的な事業を明記したために、評価が事業評価の範囲にとどまることに
なりました。

❶

ふれあいネットワーク事業は、担い手の高齢化・不足の課題が継続しています。❷

災害時を意識・想定した取り組みは地縁関係団体との連携・協働なくしては進めること
ができません。目指すべき隣近 所で支えあえる地 域関係の構築は、コロナ禍前の状況
を取り戻すことが課題解決のファーストステップであると考えます。

❸

災害ボランティアセンターの役割として、日頃から育児・保健・医療・福祉サービスを利
用する人などへの対応にもより目を向け、具体的に検討することが求められます。

❹

ふれあい訪問

災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座

実施計画 3

実施計画 4

連携・協働の推進

専門職がつながるきっかけをサポートします

多様な生活課題解決に向けた支援ネットワーク
を構築します多様化する生活課題

の 解 決 に 向 け た 連
携・協働を進めます

一体的な支援が実現
できるような連携・
協働の体制づくり

基本目標 2 基本計画 2 実施計画 5

実施計画 6

住民同士が支えあう
関係づくり

地域の相互支援の仕組みが災害時にも活かせ
るように自助力と互助力の向上に取り組みます

ふれあいネットワーク事業の充実を通じて顔と
顔とが見える地域の関係づくりを構築します日常からの支えあい

から相互支援の地域
関係づくりに取り組
みます

誰もが共に生きる地
域社会の構築

基本目標 3 基本計画 3
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成果

課題

　市民後見人や第2層協議体における生活支援コーディネー
ターの実 際 の活 動は 、これまでの 住 民 活 動の内容にも増し
て、知識や情報、高い対応スキルが求められるものであると言
えます。子育て支援の分野では、訪問型支援事業における担
い手の人材育成も始まりました。

　第６次計画の構成は、市社会福祉協議会が何を行うかが、計画の基本

になっていましたが、地域福祉は、地域で問題になっていることを解決し

ていくことを目的にした、さまざまな機関・団体などが連携・協働する取

組みです。

　第6次計画で積み残された課題、新たに派生した課題をふまえ、地域

における福祉ニーズに改めて目を向けていくことが求められます。

　より多くの市民や企業などが、福祉が身近であることに気づき、参加し

たくなるような計画の姿でなければ、“絵に描いた餅”になりかねません。

課題、文章、言葉などが難しいと感じられない計画づくりが求められます。

 「福祉の魅力を伝えるプロジェクト」では施設職
員間の関係性が深まることにとどまらず、映画上映
会を企画・実 施し、さらには施 設のある地 元 小 学
校での福祉教育の講師活動にも発展しました。
　 コロナ 禍 をきっか けとして、今まで福 祉ボラン
ティアとはあまり縁がなかった方たちが布マスクの
手づくりからスタートし、今では福祉活動の財源を
生み出すまでに発展しています。

担い手の発掘・育成は、ボランティアや地区社会福祉協議会などの住民活動だけではな
く、施設や事業所の専門職についても共通する課題であると言えます。マスクづくりのボ
ランティアがそうであったように、新たな発想で活動を提案したり、地域ニーズを具体的
に示すことで、住民参加をより進められることを改めて実感しました。

❶

市民後見人や生活支援コーディネーターなどだけではなく、特に若手の専門職などにつ
いても、それぞれが安心して活動や実践を続けられるよう、そのサポート体制の構築が
求められます。これについても、各機関や法人の連携・協働による横断的な体制整備を
進めていくことが必要です。

❷

第７次計画の策定に向けて

地域で問題になっていることを出発点とする計画

身近に感じられる計画

実施計画 7

実施計画 8

人材養成

個別事例（個別テーマ）を題材にした事例検討
会の開催を通じて人材養成を行います

新たな生活課題の解決に向けた支援や災害時
にも活かせる地域関係づくりに携わる担い手の
養成を行います

地域福祉を推進する
ための人材養成に取
り組みます

担い手の発掘・養成

基本目標 4 基本計画 4
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資料編

調査で聞かれた声 （ヒアリング調査資料から抜粋）

■ 

本
人
・
家
族
な
ど
か
ら
の
声

▪ 同じ病気の人と話すことで自分だけではないと思える。想いを共有する場がほしい。

▪ 安心して間違うことや忘れることが許される空間がほしい。

▪ ストレス発散、リフレッシュ、仲間づくりのために定期的に集まりたい。

▪ 家族だけでは遠出することも一苦労。みんなと一緒なら安心して出かけられる。

▪ 本人には言えない、家族が感じていることを家族同士で話す場がほしい。

▪ 病気や制度のことなど、わからないことがあったときに状況を知っている人に相談できる機会を持ち続けたい。

▪ 若年性認知症についてもっと沢山の人に知って欲しい。支援までいかなくとも、まず認識をしてほしい。

▪ いろいろな活動には参加したいと思うが、代表にはなりたくないので、会には入らない。

▪ 家の修繕などをするときにどこに頼んだらよいのかに悩む。下手に近所には聞きづらいし（昔のようには聞きに
くい）、公的なところだと教えてもらえないし、インターネットなども信用できない。情報が多すぎてわからない。

▪ 普段は一人で何とかなるけど、体調がよくないときの買い物や身の回りのことをどうするかに悩む。

▪ 入院するほどではないが、風邪をひいたときなどに人がいるところに泊まれればよいと思う。

▪ 急に入院になったとき、ペットをどうするか。

▪ 同居家族が亡くなったときに家の事ができるかどうか不安。家事、家電の使い方、洗濯の仕方、買い物の仕方、
妻の衣類を買うこと、ゴミ出しや分別の仕方、税金や銀行の手続き、スマホやパソコンの使い方など。

▪ 病院に行った後などに、こんなふうだったって話せるところがあると落ち着く。聞いてもらえることで安心する。

▪ 同行支援？そっと着いてきてもらうことで心強いし、一人でないので相手の対応も変わってくると思う。病院、役
所、銀行、不動産店、家電などの買い物、老人ホームの見学など。

▪ 息子、嫁、孫と一緒には住んでいるが、昼間は一人で孤独だし、家族の中では自分だけが取り残されている感じがする。

▪ 独身のこどもと暮らしている。実際には一人暮らしのようなものなのに、市の制度の対象にしてもらえない。

▪ 配偶者が亡くなった後の相続や空き家のこと。そのままにしておくと税金が高くなると聞いたけど、手続きをどう
したらよいかわからない。

▪ 医療同意のこと。親族の署名欄を書ける人がいない。積極的な治療を希望しないことをちゃんと伝わるようにし
ておきたい。重篤になったとき、認知症になったとき、どうやってそれを伝えられるか･･･。

▪ 自分が亡くなった後のことを決めて、誰かに頼んでおきたい。葬儀のこと、相続のこと、お寺さんのこと、お墓の
こと、自宅や家財のこと、連絡を取ってほしい人（ほしくない人）のこと。

▪ もめ事が起きたときにどの弁護士に頼めばいいのかなどを知りたい。

▪ 自身が亡くなった後の資産について、親族は妻しかいないので、慈善団体に寄附などをしたいがどうしたらいいのか。

▪ 自分が亡くなった後、遺産の整理など誰が行ってくれるのか。

▪ 入所中の夫が亡くなった際、夫名義の土地や貯金をどうしたらいいか。

▪ 終活をしたいが、何からどう手を付ければよいかわからない困難さ。

▪ 情報が多すぎて、選択の難しさ。

▪ 埋葬や死後事務手続きを任せる人がいない。お墓・お寺のことや生前契約の悩み。

▪ 法律、医療、福祉、不動産、金融等と多様な専門分野にまたがるため横断的な支援を得にくい。

▪ 医療同意、延命治療についての意思表示の難しさ。

▪ 住まいの確保の問題（保証人がいない、緊急連絡先がない、家賃債務保証会社の審査に通りにくい）。

▪ そもそも単身・高齢・独居という段階で、住み替えの話が進まずに困る。

▪ 保証人などの代行業が多くなっているが、どの程度の信頼度があるか分からない。

▪ ひとり暮らしだと業者に騙されたり、脅されたりすることもあると聞く。誰に相談してよいかわからない。

▪ 入院や転居したいとき、亡くなった後のことも、ひとり暮らしで頼れる家族も親族も友人もいない。お金もなく、
どうすればよいのかわからない。

▪ ひとり暮らしでそのうち誰にも知られず孤独死してしまうのではないかと心配。日常的に見守ってくれる人が欲しい。

▪ シルバー人材センターに庭木の剪定を頼んだけど、半年待ちと言われた。みんなどこに頼んでいるのだろう。

▪ 家具などを2階から1階に下ろす作業は、ボランティアには頼めないと言われた。みんなどうしているんだろう。

▪ 「生身の人間をいつまで連れ出そうとするんですか！」とひきこもりの本人から言われたことがある。社会参加や活
動につながるための手法として、オンラインや在宅ワークも含めて考えていけたらよいと思う。

▪ 信頼している職員・スタッフがいて、安心して集まれる場所が欲しい。

▪ 安心して集まれる場所が身近に頻回にあって、体調に合わせていけたらうれしい。

▪ こもりびとだけで集まると、参加者に何かあった時に対応できないので、職員にはいてほしい。

▪ 外の世界に出たい気持ちはあるが、これ以上傷つくのは怖い。

▪ 学校などで学びが足りないこともあり、勉強をしてみたい。また、親亡き後のことが心配なので、それに備えて学びたい。

▪ 社会経験が乏しいので、いろいろな経験を安心した環境で積んでいきたい。

▪ 社会経験もかねて、安心した環境でお金がもらえる活動がしたい。

▪ 情報発信や連絡などについてSNSを活用してもらった方がつながりやすい。

▪ 個人情報保護に配慮された中で、居場所のデジタル化“オンライン居場所”（対面でなくzoomなどでの参加ができ
る体制）もあるとよい。

▪ 絵や詩、写真などの作品発表をデジタルで行えるとよい。

▪ ファイナンシャルプランナーや弁護士などから、月いくらまで収入があってよいのかや相続、困った時の相談窓口な
ど、親亡き後の対策講座・生きるための勉強ができる講座などがあったら良い。

▪ 今までの集う居場所の他に、音楽・美術・スポーツが楽しめる様々な機会があるとよい。

▪ 働きたい・働かなければ…とは思うけど就労経験無し・長期離脱のため自信が無い。

▪ 今後の生活を考えた時、衣食住と同等に「職」についても考えていく必要がある。

▪ 家にいると親の目があり、それから逃れるため外出している、安心していられる場所が欲しい。

▪ こもりびとでないと苦しさはわからない。自分のことを聞かれるのは嫌なので、居場所にはこもりびとの苦しさに共
感してもらえる人でないと来てもらいたくない。

▪ 就労が目標でないことはわかってはいるが、本人にどうしてもそれを期待してしまう。

▪ ずっと本人が出てくるのを待っているが、いつまで待てばいいのか。どこにもそれが書かれていない。

▪ 本人にいろいろ言いたいことはあるけど。焦ってしまうことで本人がやけになって自死や犯罪など起こしてしまうの
は困る。

▪ 対応の仕方を間違えて外に攻撃が向くのは困る。

▪ 周囲に隠している人もいる。認知症は言えるのにひきこもりはどうして言えないのか。

▪ 働いてくれれば家計が楽になるが、本人には強く言えない。

▪ 精神科にかかっているということだけで、周囲にすごく怖がられている。本当の私のことをわかってほしい。

▪ 身近なお店が閉店してしまった。

▪ 個別に宅配してもらっていたけど、代替わりでもうお願いできなくなった。

▪ 高齢により車の運転免許を返納した。

▪ ペットのエサなどをヘルパーに買って来てもらえない。

▪ ネット注文を勧められるが、うまく使えない。

▪ レストランなどの宅配サービスは上手に使えれば便利だと思うが、相手にうまくやられないかとの不安もある。

▪ 家族が買ってきてくれるというけど、あてにならなかったり、欲しいものがそろわないときがある。

▪ 買ってきてもらえるのは助かるけど、たまには自分の目で見て選びたい。

▪ （男性介護者）妻（母）の下着を買いにくい。

▪ （父子家庭）娘の衣類や下着を買うことに困る。

▪ 集合住宅の自転車置き場に、歩行器やシルバーカーを置かしてもらいたい。

▪ ひとり親になり忙しさや疲れから前のように買い物へ行くことも難しくどうしても簡単なもので済ませてしまったり、同
じような食材を買っていたりする。こどもの栄養が心配。
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▪ かつて女性の就業率が高くない中でお母さんのレスパイトを目的としてこどもを預かったり送迎したりというこ
とだった。当時はそういうニーズがあるということで始まった。10年位前から女性の就業率が上がり、格段に送
迎などのニーズが増えている。今もレスパイト的支援は必要とされており、例えば産後うつのお母さんや2人目3
人目が増えて近隣に頼れる人がいなかったというときに、ファミリーサポートを必要とする人が多い。就労期間
が長く、いきなり子育てという生活へのギャップは、乳幼児への虐待に繋がることもある。

▪ 介護施設などでは外国人労働者が増えてきているため、定着して働いてもらえるよう、日常生活における支援
（日本式の暮らし方、ルールなど）や地域とのつながりづくりにも取り組んでいかなければならない。施設近隣
や住まいなどにかかる関係者の理解も得たい。

▪ 本人・家族の医療サービスに求めるものが大きくなってきている。“先生がおっしゃるなら”が通用しなくなって
きている状況。

▪ 障がい者（特に知的）の場合、活用できる社会資源が少なく、家族が背負う部分が大きくなる。入院した場合も
環境に適応できず、病棟から家族に連絡がいき、予定よりも早期に退院になる。一方で、本人へのケアについて
病棟への求めが大きく、現実的に対応をできないこともある。

▪ 親族に頼れる人がいない人・身寄りがない人が珍しくはない。親族にキーパーソンになれる人がいることを前提
にできなくなった。

▪ 内縁関係の世帯も珍しくなくなった。

▪ 問題を抱える人は在宅でも入院の人でも一緒。ただ、動きのスピード感に違いがあり、そこにずれが生じること
がある。

▪ 入院や特別な治療をしない段階では、頼れる親族がいなくても、内縁関係者や知人などがかかわってきたこと
で生活が成り立っていても、特別な状況になったとき、今までの存在がいなくなってしまったり、かかわってもら
えるにしても病院としてキーパーソンのような役割などを求めてしまってもよいものかとのジレンマがある。

▪ 医療相談員として、預金の払い戻しなど業務の範疇を超えての対応をせざるを得ないこともある（それは他の職
種も同様ではないか）。そうすることで何とか生活が成り立っている人がいる。

▪ 訪問診療が入っていても救急搬送されてくることも少なくない。在宅で最期を迎えることの理解がまだ浸透して
いない。安心感。決めきれないという現実。

▪ デイサービス利用者で受け身よりももっといろいろしたいという人が増えているが、それに応えられるサービス
が十分でない。団塊世代は就労をきっかけに社会とつながってきた。仕事を通じて社会とつながるという考え
方に応じた事業所を開設した。

▪ 家族とのやり取りはもう固定電話ではなくケータイへ連絡したり、メールによることが主流となったが、「昼間は
電話に出ません」とはっきり言われるケースもある。本人もスマホやLINEを使える人が増えているため、この力
をうまく活用できたらよいと思う。

▪ 「これからお風呂に入るよ」と家族に電話してから入浴する本人。一方で、家族に見守れることを拒み、鍵をか
ける人もいる。

▪ 宅配サービスなどを家族が注文して、本人が受け取ることも増えてきた。

▪ 商店街にもっと人を呼びたい。商店街や地縁組織とつながろうとしてもうまくいかないことがある。地域を盛り
上げようと提案しても引かれてしまったり、会議の時間が長い（事前準備もされてなかったり、3時間とか）。

▪ 地域活動への協働の考え方を改めないといけないのかもしれない。労力になるという方法だけではなく、お金
を払う（寄附？）ということもOKにするとか。

▪ 飲食店を中心にスタッフの確保に頭を悩ませているところは多い。パートが辞めても補充ができない。

▪ 企業としてデータ入力、テープ起こし、SNSなどによる情報発信などは重要な業務だが、なかなか人が集まらな
い。こういう人材を欲している。このような対人以外の仕事も多い。家の中でひたすら作業をする仕事、人と会
わないでクラウド上での仕事など、ITを絡めた企業のお手伝いをこもりびとにお願いできるものか。

▪ 企業のCSR（社会的責任）としての取組みも求められている。

▪ 食料支援でいただくと食卓が普段より良くなったり、買い物の回数が減らせて助かったり、何よりも一人で頑張っている
ので助けてもらえてほっとできる。

▪ 免許返納を推進しているが、クルマが無いと重い物・大きな物は、商業施設が近隣であっても持ち運びが困難であり、
そのような支援が足りない。

▪ 高齢者だと灯油を買うのも給油するのも難しいが、エアコンでは寒い。

▪ 宅配弁当や宅配サービスがあるのはわかるが、たまには自分の目で見て買い物をしたい。

▪ 災害後、経済的な理由で仮設住宅から出られなくなるかもしれない。

▪ 地震などの災害が起きても避難所生活をする自信がない。

▪ チラシや回覧版に難しい日本語・漢字が多く、生活に困ったとき有益な情報に辿りつけない。

▪ 自治会に加入しないと、回覧板などの情報が分からず、災害時のみならず日常生活から孤立してしまう。

▪ 障がい者や介護者・被介護者は福祉避難所が開設されても、周りの目や本人たちのことを考えると避難しづらい。

▪ 産後、気持ちが安定しないときに誰かに頼りたい。

▪ 第2子、第3子までいると一人では無理。誰かに頼りたい。

▪ 働いているときのような自分の姿で育児をできないことにイラ立つ。ギャップが受け入れられない。

▪ 市役所や相談窓口には相談しづらい。でも、誰かに相談したり、アドバイスが欲しい。

▪ 誰か来てくれないかなぁと思うときも結構ある。

▪ 食べること、寝ること、学校へ行かせることができれば落ち着ける。

▪ こどもの食費。祖父のサポートがあったが、体調悪く、今後の支援が望めなくなり、米や乾麺などの備蓄が少なくなっ
て、追加したくても物価が高い。

▪ 私よりももっと食料や支援を必要としている人がいると思うと申し訳なく、何よりも感謝の気持ちでいっぱいです。私も
元気になって普通に生活できる事ができて余裕があれば本当に困っている人のために何かしてあげたいと思います。

▪ 祖父母として支援している側の負担解消。

▪ 子の祖父母との関係性や孤独感にかかるストレスの解消。

▪ 高齢者の徘徊SOSサービスのように、障がい児(者)の情報を交番の住民台帳で把握してくれていたら、早い段階で救出
されるのではないか。

▪ ダウン症のママだけではなく、健常の子のママも一緒に集える場があるとよい。

▪ 閉鎖病棟がどういうところかも知って欲しい。周りは入院を進めるようなことを言うけど、それがどんな場所なのかを知
りもしないのに･･･。

▪ 重い物を持って歩けない。

▪ 認知症や障がいがあるために、買い物を上手にできない。買いすぎてしまう。

▪ 収支のバランスを考えて必要なものをそろえることが苦手。

▪ 外国ルーツのこどもは、学校以外で勉強をする習慣や環境があまりないことが多い。望んで日本に来たわけはないため
意欲がわかないこどももいる。よって、日本語力の不足のみを支援するのではなく、発達や家庭の問題、心理面まで含
めた一体的な支援が必要。

▪ 同時にこどもだけでなく、その保護者も日本語力不足という課題もある。高校受験の仕組みなど、日本の教育制度にな
じみが弱い。学習支援の場があることも知らないなど。

▪ 外国人への情報提供に関する課題として、日本人との日常的なかかわりは少なく、同じ国の出身者で集まる外国人コ
ミュニティの中で生活している場合が多い。

▪ 日本人の人付き合いの作法が難しい。コミュニティ内の方が楽。

▪ 交流の機会が用意されても、日本人の都合に合わせたものになっていることが多い。

▪ 良かれと思って日本人がコミュニティの中に入ってしまったら、外国人がいづらさを感じ、大切な居場所を奪ってしまい
かねない点には留意が必要。

▪ 生活言語と手続きなどにかかる言語のギャップから契約などが思うように進まない。

▪ 生活言語と教育言語、役所や学校の通知などの言語のギャップ。こどもの通訳が無いと、日常生活が成り立たない。
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▪ 独居高齢者
「いろいろな広報が届いていない（市の取り組みなど）」「介護保険の事を知らないので使えない」「行政の助
けがあれば解決できることも知らないため不自由になっている」「電話にも出られず、話も聞き取れず、ポストに
入った連絡事も伝わらない」といった、必要な情報が届かない、あるいは得ることができていないといった状況
がある。
　高齢者側にも、「一人でも大丈夫と言い張る」「勧めても頑固になっていて難しい」「困っているのにぎりぎり
まで我慢する人が多い」「一人で困っていても困っていることに気づかず、空腹にも貧困にも寒さ暑さにもただた
だ耐え忍ぶことを美徳と考え、頑固にアドバイスを聞かない」「家にこもりがち。近所や自治会に助けを求める
ことをためらっている」といった問題もある。
　結果的に、制度やサービスに繋がらない、地域の人間関係が築かれない、家の中に引きこもり外に出なくなる
など、地域社会からの孤立が進んでしまう。
　具体的な困りごととしては、ゴミ出し、病院の付き添い、買い物といった外出を伴う家事、家具の移動などの
力仕事などがあげられる。また、外出しなくなることから、鬱傾向や認知症状の進行などもあげられる。
　また、相談支援や各種サービスの利用、近隣による支援をよしとしない心情もあり、丁寧な説明や説得が求め
られる場合も多い。

 
▪ 要支援（虚弱・孤立など）高齢者

　今は何とか出来ているが、主に外出を伴う行動ができにくくなっている。
　運転免許の返納などにより、外出の手立てが狭くなることで、買い物や通院に不便を感じる場合が多い。一方
で、コミュニティバスは本数など十分とは言えない状況を指摘する人が多い。
　サービスなどの利用がないため、ケアマネジャーや地域包括支援センターとの接点がなく、状況を把握するの
が難しい。結果、地域から孤立していってしまうことが不安。
　また、家族同居の場合は、近隣も支援の手を差し伸べにくく、家族も精一杯であることから地域から孤立して
いってしまう。

 
▪ 高齢者夫妻（高齢者のみ世帯）

　具体的な困りごとは、独居高齢者や虚弱高齢者とほぼ同様。
　配偶者が亡くなった場合に独居高齢者となり、生活全般に支援が必要となるリスクをはらんでいる。
 「ケアマネも忙しくゆっくり話を聞いてあげられない。困っているのにぎりぎりまで我慢する人が多く、早めに
気づいてあげることで生活の質が下がらないのではないか」「体力的に自分自身がつらいのに配偶者の面倒ま
で見ている」など、介護者の精神的なストレス（自分の大変さをわかってほしい、誰かに話したいなど）もある。
　また、経済的な負担感もあり、「在宅介護が前提で進められているが、預けられる施設（安く負担が少なく）
に入れると助かる」といった意見もある。

▪ 情報収集・発信ができず孤立している人
　声を上げることができない人、困っていてもどこに相談していいかわからない人、困っていることを発信でき
ない人、自分が困っていることを話せない方などの存在を指摘する意見。
　そうした状況には気づいているが、どのように支援したらよいか難しいとの指摘もある。

 
▪ 認知症高齢者（若年性認知症を含む）

　軽度認知症や若年性認知症に関しては、「元気なのでどこでも出かけてしまう（70歳代）。地域で居場所が少
ない」「年と共に進行する。進行を食い止めるにはどうしたらいいか」「地域で対応していくことが大切」との意
見あり。
　一方、介護する家族に対しては、「妻とのいさかいが多い。妻へのフォローも必要」「本人の気持ちや生き方を
尊重することはわかっているが、振り回される状 況が 続いている」「担当ケアマネが男性で、本人の要望を
100％聞き入れた判断をするので、奥さんが苦労するばかりで、奥さんの要望も取り入れてほしい」など介護者
支援の必要性もあげられた。

 
▪ 障がいのある人（またその家族）　　

　外出支援（買い物や通院）、行動の補助や手伝い、車いすを自走している人への声掛けや介護の必要性（道の
傾斜や段差が多い）、視覚障がいの人への点字ブロックの修理、ろう者への情報提供など。
　また、大人になり発達障害ではないかと気づいた人や不安な人、またその家族への支援が必要。「もしかした
らと思っても判断が難しく病院に行くまでに至らず、そのハードルも高く困りごとを抱えながらストレスと共に生
活しなければならない」との指摘あり。

▪ ひきこもりの人
　人に言えず隠す人が多い、他人に話したりお願いができない。そのため、地域でだれかわかりにくい。結果的
に、地域のかかわりが少なくなってしまう。
相談しやすい窓口やサポートがあるといいが、家族は、いつか何とかなるだろうと市への相談もしない（できな
い）人がいる。
親の年金で生活していた人が、生活の基盤がなくなり精神的・経済的に不安定になり、隣近所へのトラブルに
なったり、本人が生活困窮になってしまう。地域包括支援センターでは年齢的に対応できない。本人申請がなけ
れば何もできないというジレンマがある。

 
▪ 高齢者と単身のこども（8050など）　　

　高齢の親を介護する独身の子。親の世話、家事などを行いながら仕事も多忙。地域とのつながりがほとんど
なく孤立している。また、介護者が精神疾患で、季節の変わり目に近所の方が心配する行動を起こす。事故が起
きる前に何とかならないかと言われるがどこに相談したらいいかわからない。

 
▪ 子育て中の親（特にシングルマザー）

　身近に相談や手伝いをお願いできる人がいない。シングルマザーの中には貧困世帯が増え、こどもたちへの
日常の支援、進学や就職などがうまくできない状況がみられる。
　経済的には問題ないが、雨戸を閉めても聞こえてくる「勉強しなさい！」という声。隣人として気が滅入る。23時
過ぎまでの声に、将来何かが起こるのではないかと心配してしまう。家の中までは踏み込めないため不安である。

▪ 日中独居高齢者　
　同居家族は民生委員などの訪問を必要ないと断るが、本人は日中一人で寂しいので訪問してほしいとの希望
がある場合の支援。
　外出したくても戸締りが不安になる。

 
▪ 生活困窮者

日々の生活支援。支援物資の配布。
金銭管理のための助言や教育の機会をつくることが必要。
昼間から酒を飲んでいて話を聞かない。

 
▪ 外国ルーツの人や外国人

普段接点がないので詳しいことはわからないが、細かい自治体の知らせは届いているのか疑問。

▪ ヤングケアラー
ヤングケアラーの学生（小・中・高校生）は、地域でだれかわかりにくい。

 
▪ その他（転入者、その他）

　地域包括システムと言われているが、地域の中で支え合う関係が崩れつつあり、これからも高齢化が進む地
域が多くなっていくような気がする。「たんぽぽの会（※1）」のようなグループがコミュニティの中にもっと増えて
いく仕掛けが多くあってほしい。
　地域で何らかのつながりを作るきっかけづくりが出来ない（特にマンションの住人）。高い能力があるのに地
域の人的ニーズに結びつかない（例えば自治会役員、交通見守り、チームオレンジなど）。
　地域で力を提供してくれる人は意外とたくさんいると思う。掘り出しのシステムの充実を期待する。
　転居してきた人に対して、地域のつながり、新しい仲間づくり、サークル活動の場所などを情報提供する。
　ニーズ把握に関しては、人それぞれに悩みがあるので、いろいろな行事などに参加しそこで意見を聞く。

設問（地域福祉セミナー2024アンケートより）

への回答を整理
もっと支援の手が届いたり、よりたくさんの市民が気にかけられるとよいと感じるのは、
どんな方々だと思いますか？そこにはどんな困りごとや悩みがありそうですか？

（※1）たんぽぽの会
福田南地域包括支援センターに登録する介護予防サポーター（介護予防をテーマにしたボランティア）
の自主活動として開催するサロンの名称。「地域セミナー2024」で実践報告が行われた。
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社会福祉法人大和市社会福祉協議会
地域福祉活動計画推進委員会設置要綱

この要綱は、社会福祉法人大和市社会福祉協議会地域福祉活動計画（以下「地域福祉活動計画」
という。）の策定、進行管理等を行うことを目的に、社会福祉法人大和市社会福祉協議会地域福祉
活動計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるも
のとする。

平成24年3月22日  和社協要綱第17号

（目的）
第1条 

委員長は、委員会の審議に必要と認めた場合、ワーキングチームを設け、委員会とは別に検討す
ることができる。
2 ワーキングチームには、第3条第2項に規定する委員以外のものも参加することができるものとする。

（ワーキングチーム）
第7条

委員会は、必要な意見があった場合、会長に意見具申できるものとする

（意見具申）
第8条

委員会の庶務は、総務課で行うものとする。

（庶務）
第9条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

（その他）
第10条

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則

委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
（ 1 ） 大和市における地域課題の分析
（ 2 ） 社会福祉法人大和市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）事業の現状分析と事業評価
（ 3 ） 地域福祉活動計画の策定
（ 4 ） 地域福祉活動計画の進行管理
（ 5 ） その他会長が必要と認めた事項 

（所掌事務）
第2条

委員会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から会長が委嘱する。

（ 1 ） 市社協関係者
（ 2 ） 自治会関係者
（ 3 ） 民生委員児童委員関係者
（ 4 ） 地区社会福祉協議会関係者
（ 5 ） ボランティア関係者
（ 6 ） 当事者団体関係者
（ 7 ） 社会福祉施設関係者
（ 8 ） NPO等市民活動関係者
（ 9 ） 企業・商工関係者
（10） 教育関係者
（11） 行政等関係者
（12） 学識経験者
（13） その他会長が必要と認めた者

（委員）
第3条

委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（任期）
第4条 

委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を
　代理する。

（委員長及び副委員長）
第5条 

委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、会議の運営上必要があると認められるときには、委員以外の者を会議に出席させ、    
　その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（会議）
第6条
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健康都市やまと総合計画の前期終了が1年延伸したことにより、第5期大和市地域福祉計画の期間が令和6年
度末までとなったことを受けて、第６次大和市社協地域福祉活動計画の期間も１年延長し、令和6年度末まで
としました。

第1次大和市社協地域福祉活動計画
<平成5年度~平成9年度>

＊大和市社協基本理念を明文化
＊地域福祉の推進主体を想定

資料編

これまでの大和市社協地域福祉活動計画と
大和市地域福祉計画

大和市社協地域福祉活動計画 大和市地域福祉計画

第2次大和市社協地域福祉活動計画
<平成10年度~平成14年度>

＊阪神淡路大震災の教訓を活動に
＊介護保険制度施行に向けた準備

大和市地域福祉計画
<平成15年度~平成17年度>

社会福祉法第107条に規定される市町村地域
福祉計画に位置づき、第10次大和市総合計画に
則した福祉分野の計画。各福祉分野の個別計画
の上位計画として、各計画の推進にあたって重
要となる地域力の向上を図るとともに、市民と
行政が協力して地域課題に取り組むための共通
の方向性を示すもの。

第1次大和市地域保健福祉計画
<平成18年度~平成21年度>

第3期大和市地域福祉計画
<平成22年度~平成25年度>

第4期大和市地域福祉計画
<平成26年度~平成30年度>

第5期大和市地域福祉計画
<平成31年度~5か年>

・地域福祉計画策定が努力義務化
・各分野の個別計画を総合化
・市町村成年後見制度利用促進基本計画
  策定に向けた基本方針を示す

第3次大和市社協地域福祉活動計画
<平成15年度~平成19年度>

＊大和市社協の個別事業を再評価
＊地区社協の充実強化を重点に

第4次大和市社協地域福祉活動計画
<平成20年度~平成25年度>

＊関係者ヒアリングによるニーズ把握
＊活動提案というスタイルでの整理
※市地域福祉計画期間に合わせ、1年延伸

第5次大和市社協地域福祉活動計画
<平成26年度~平成30年度>

＊第4次計画の評価を基本に策定
＊具体的に取り組む活動の柱ごとに段階と
　連携・協働の主体を想定
＊地域アセスメントの実施を明記

第6次大和市社協地域福祉活動計画
<平成31年度~5か年>

＊第5次計画の評価をふまえ新たに
　顕在化してきた課題への対応を整理
＊地域福祉の推進主体を想定
＊大和市社協の活動を中心に計画化

「大和市地域福祉計画」とは？

社会福祉法人大和市社会福祉協議会 
地域福祉活動計画推進委員会委員名簿

任　期：令和5年8月29日～令和7年8月28日
◎･･･委員長、○･･･副委員長

鈴木  恵美子◎1 市社協関係者

氏 　 名N o . 選 出 区 分 所 属・役 職 名 等

大和市社会福祉協議会　
副会長（地区社協部会長）

（令和5年8月29日～令和6年12月11日）

寺島  隆之8 行政等関係者
（福）神奈川県社会福祉協議会　

地域福祉部長

西川  敦子9 学識経験者
大和市医師会
在宅医療介護連携支援センター
看護師

中村  美安子10 学識経験者 神奈川県立保健福祉大学
社会福祉学科　教授

小泉  八重子4 ボランティア関係者
大和市ボランティア連絡協議会
会長（市社会福祉協議会理事）

天野  宏一○5
社会福祉施設
関係者

（福）大和清風会 サンホーム鶴間
理事長（市社会福祉協議会理事）

永井  圭子6
NPO等市民活動
関係者

ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブ
チャイルドケア理事長

畠山  俊次3 民生委員
児童委員関係者

鶴間地区民生委員児童委員協議会
会長（市社会福祉協議会理事）

佐藤  健二

2

自治会関係者
大和市自治会連絡協議会　
事務局長

（令和5年8月29日～令和6年3月31日）

柏原  哲也 自治会関係者
大和市自治会連絡協議会　
事務局長

（令和6年4月1日～現在）

山崎  礼子

7

行政等関係者
大和市健康福祉総務課
地域福祉担当係長

（令和5年8月29日～令和6年3月31日）

稲木  美千代 行政等関係者
大和市健康福祉総務課
地域福祉担当係長

（令和6年4月1日～現在）

（敬称略・順不同）
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各委員からひとこと

天野 宏一 
副委員長

（福）大和清風会（サンホーム鶴間）理事長／市社会福祉協議会理事

　私は、特別養護老人ホームで勤務していますので、高齢者
にかかることでは得意分野ですが、計画策定を進めていく
中で改めて地域の多くの課題や問題があることを感じまし
た。当たり前ですが地域にはいろいろな人が生活しているこ
と、地域で活動している個人や活動グループがあることを知
ることができたこと、福祉計画策定チームとして議論し共有
することができたことで、どんなサービスがあり、何が足り
ないのか、何が出来たら良いのか、メンバーで共有できたこ
とを、計画に表現できたのではないかと思います。そしてこ
の福祉計画を進化していくために今後も協力していきたいと
思っています。
　多くの人がこの地域福祉活動計画を手に取っていただき、
自分事として大和で生活する上での手助けのメニューになっ
ていただけることを願っています。皆さまとかかわりながら、
計画作成に携われたことに感謝し、住みやすい大和市にな
ることを願っています。

畠山 俊次
委員

大和市民生委員児童委員協議会副会長／市社会福祉協議会理事

　今回、「パレット」の策定に参加させていただきましたが、
この計画を実 効あるものにするためには何が必 要なのか
を、常に考えさせられることになりました。
　地域の福祉問題の掘り下げ、その問題解決の方向性の検
討、そして解決策の制定と文章化、それぞれ非常に重要であ
り、今回はそれが十分機能したと感じています。しかし、これ
を地域に定着させ、実働させるには手引きやガイドだけでは
不足していると思います。何より大事なものはこの文書化され
た「地域福祉活動計画」を指針にして、行政に任せるだけで
はなく、私たちが地域の福祉問題を感じ、寄り添って手を差し
伸べるという近所付き合いがベースとして必要なのではない
でしょうか。昔ながらの（言葉は悪いかもしれませんが）『頑
固じじい』や『お節介ばあさん』のように地域に目配りし、解
決方法を一緒に考え、的確にアドバイスできる、そんな近所
付き合いがより多く醸し出されるといいなぁと思います。

小泉 八重子
委員

大和市ボランティア連絡協議会会長／市社会福祉協議会理事

　専門用語の羅列ではなく、分かり易さと見やすさ、住民の
一人ひとりの参加を基本に計画が身近に感じられること。日
ごろの活動で“気づき”を促す手引きとなるような「パレッ
ト」に。願いと期待を胸に今回の企画に参加させていただき
ました。
　ボランティア団体の立場から、さまざまな分野の委員の皆
様と意見交換でき、それぞれが地域福祉や町づくりへの想
いや考え・情報の共有などができたことは、これからの地域
福祉や理想的な町づくりなどについて考える良い機会となり
ました。
　ご近所仲間とカセットデッキ持参で、宇都宮記念公園で
のNHKのラジオ体操をして16年7か月経ちました。散歩の途
中にふらりと一人で参加の人や一人暮らしの高齢者などが気
楽に参加して、参加者同士が親しくなり「良い歯医者を教え
てほしい」「白内障の手術が心配」などを教え合う情報の共
有の場“コミュニティーの場”となっています。困りごとの相
談場所が市内に広がり、大和市に住んでよかった。未来を託
すこどもたちにも夢と希望溢れる自慢のふるさと大和の地
域福祉の今後に期待して、これからも様々な課題や問題点
に“気づき”、さらなる発展へとつながっていく活動計画に希
望が見えてきました。

永井 圭子
委員

NPO法人ワーカーズコレクティブ・チャイルドケア理事長

　計画作成に初参加しましたが、子育て支援をテーマに活
動してきた私は委員の方々の発言を聞きながら「地域の福
祉全体を把握できていない」と実感しました。その一方、私
のテーマを共有していただく機会を得ることができ感謝する
とともに、市社会福祉協議会の計画の中に子育て支援の視
点を充実できたことをうれしく思いました。引き続き委員の
皆様とこの計画を実行していかれるよう活動していきます。

稲木 美千代 
委員

大和市健康福祉総務課地域福祉係長

　令和6年4月の人事異動に伴い、初めて地域福祉活動計画
推進委員を務めさせていただくことになりました。計画の策
定作業を進める中で、地域で取り組まれている福祉活動の
状況や地域福祉をめぐる様々な問題、また、他の委員の皆
様のお考えを伺うことができ、短い期間ではありましたが大
変貴重な経験となりました、ありがとうございました。
　市では、「第6期大和市地域福祉計画」を同じタイミング
で策定しました。包括的相談支援や健康に関する取り組み
を新たに位置付けるなどし、第5期計画の内容を踏襲しつつ
も、更に充実した計画になったと考えています。地域福祉活
動計画やあらゆる地域資源と委員長のおっしゃる「三輪車」
のように連携し、市民一人ひとりが健康で心豊かな暮らしを
営むことができる地域づくりを目指してまいります。

寺島 隆之 
委員

（福）神奈川県社会福祉協議会地域福祉部長

　地域におけるさまざまな問題に共通しているのは、ひとり
一人が抱える「不安」や「孤独」ではないでしょうか。
　今回の計画策 定に携 わることによって、「不安」や「孤
独」にどのように向きかっていくのか、そして「共感」や「協
働」の輪をどのように広げていくのかが、問題の解決につな
がるとともに、その主体となる市町村社協は、とても重要な
役割を担っているのだということを改めて認識いたしました。
また、社会情勢や家族構成の変化を含め、多発している深
刻な自然災害やさまざまな犯罪は、問題を複雑にするだけ
でなく、根底にある「不安」や「孤独」を増大させる要因に
もなっています。
　日ごろから地 域と真摯に向き合っている市町 村 社 協に
は、現在の「不安」や「孤独」を、未来の「安心」や「希望」
に変換できる力があると信じております。
　いま、「地域で起きていることを知り」、「関係者に分かり
やすく伝え」、「共感してもらう」ことによって、何かに取り
組もうとし続ける地域づくりに向けて、全力で取り組む“社
協”を目指し走り続けていくことを祈念いたします。

西川 敦子 
委員

大和市医師会在宅医療介護連携支援センター 看護師

　今回の「パレット」は多くの方々に自分たちの住む地域の
中には、困難や不安を抱えている人たちがいることを知って
もらうことから、地域での新たな動きにつなげることを目指
しています。
　委員会では、目を向けたい問題を8つに分類し、その問題
のそれぞれの現在の活動事例を示し、目指す姿についても
検討を重ねました。
　何から始めてよいかわからない人も多いと思います。まず
は自分の身近な人とのつながりを大切にし、身近な人を気
にかけてみる。そこから、つながりが強まったり、新たな活
動が芽生えるかも知れません。
　住民が互いに気にかけ合いながら、助け合いながら、安
心して暮らせる地域をつくるために、私も住民として心掛け
たいと思います。

中村 美安子 
委員

神奈川県立保健福祉大学社会福祉学科教授

　委員の皆様、事務局の皆様本当にお疲れさまでした。
　今期の「地域福祉活動計画」は、地域のみんなで取組む
活動計画にしようと、生活課題を調査するところから丁寧に
取り組んできました。大事にしたのは、うまく対応できてい
ない地域の生活課題から逃げず正面から受け止めること、
すぐには解決が難しいことについては、それが「地域の宿
題」となっていることを明確にすることでした。時間の制約
はありましたが、大事にしようとしたことにはしっかり取り
組めたと思います。
　内容は基本計画の性格が強いものになりました。英語の
PLAN（プラン）には見取図という意味もあります。「地域福
祉活動計画」は大和市の地域福祉活動の見取り図です。こ
れをもとに自分たちに何ができるかを地域の皆さま、関係者
それぞれが検討し、実施計画をつくっていくことができると
よいと思います。計画づくりの次は見直しがまっています。
見直しを重ねさらに良い計画となりますように、そして大和
市がますます住みやすい街になるように、その取り組みに期
待しています。 
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